
田原市観光事業者等提案事業 

実 施 要 領 

 

田原市内で事業を行う観光事業者や他事業者、または個人が連携し、田原市への観

光誘客及び観光ＰＲの推進、観光客の利便向上、観光振興に係る活動等の提案事業を

募集します。 

 

１ 募集する提案事業  

  下記（１）～（３）のいずれかに関するイベント企画・運営、調査・研究、人材

育成や組織強化のための研修会の開催、観光地等の環境整備、その他観光に関する

活動等の新たに提案される事業とします。 

（１）田原市の活性化、観光振興に寄与するもの 

 （２）田原市への誘客や観光ＰＲを推進するもの 

 （３）観光客の利便性の向上に繋がるもの 

  

 【提案事業例】 

  ○観光商品（ツアー）の造成 

 ○田原市ならではの資源を活用した誘客イベントの開催 

  ○フリーペーパー等の作成 

 ○観光まちづくりに関する講演会や研修会の開催 

 ○観光誘導看板やフォトスポットスタンドの整備 

 ○多言語表示案内板の整備 

 

  ただし、次の要件すべてに該当する事業に限ります。 

① 活動の効果が申請者に限定されないもの 

② 他の補助金を受けていないもの 

 

２ 申請団体の要件  

  田原市内に住所又は事業所を有する個人及び事業者３名以上で組織される団体

とします。 

  上記の条件を満たしていれば、団体の中に市外の個人や事業者が入っていても対

象となります。 

 

 【団体例】 

  ○市内事業者１名＋市内在住者２名の計３名の団体 

  ○市内事業者３名＋市外事業者２名の計５名の団体 等 

 

 



３ 補助対象等及び補助金の額  

  補助金の交付の補助対象事業、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表に

定めるとおりです。 

 

４ 申請方法  

  田原市観光事業者等提案事業補助金交付申請書（様式第１号）に次の書類を添付

したものを令和２年６月１９日（金）までに市役所商工観光課窓口に提出してくだ

さい。（郵送も可） 

（１）申請者名簿（様式第２号） 

 （２）事業計画書（様式第３号） 

 （３）収支及び経費の内訳に関する計画書（様式第４号） 

 （４）審査に関する書類（様式第５号） 

 

７ 審査  

  提出された申請書等に基づき市が審査を行います。審査は、書類審査と申請団体

のプレゼンテーションにより実施します。 

  審査の日程については、６月下旬を予定していますが、日時等の詳細については、

後日申請団体に通知します。 

 

８ 採択  

  審査の結果、採択となった場合は、６月下旬に田原市観光事業者等提案事業補助

金交付決定通知書により通知します。 

  事業実施については、必ず確定通知書が届いてから着手してください。 

 

９ 実績報告  

  事業が完了したら、田原市観光事業者等提案事業実績報告書（様式第９号）に次

の書類と事業内容がわかる写真等を添付して速やかに報告してください。 

（１）当該補助金交付決定通知書の写し 

 （２）収支計算書（様式第１０号） 

 （３）事業に要した経費を証する領収書の写し 

 （４）その他市長が必要と認める書類 

 

１０ 補助金の交付  

  実績報告の審査後、市から田原市観光事業者等提案事業補助金確定通知書が届き

ます。確定通知書が届きましたら、１５日以内に田原市観光事業者等提案事業補助

金請求書（様式第１２号）により請求してください。 

 

１１ 書類の保存  

  補助金の交付に関する書類及び経理関係書類については、事業完了後５年間保存

をしてください。 



１２ 申請書提出先及び問合せ先  

  田原市役所 産業振興部 商工観光課 

  〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

  ℡０５３１－２３－３５２２ ＦＡＸ０５３１－２２－３８１７ 

  Email：syoko@city.tahara.aichi.jp 

 

mailto:syoko@city.tahara.aichi.jp


別表 

補助対象事

業 

補助対象経費 補助率 補助限度

額 

備考 

観光事業者

等提案事業 

観光客の誘客の

促進、シティセ

ールスの促進、

観光事業者等の

人材育成及び組

織強化を図るた

めの事業を実施

するための経費 

1 年目 補助対

象経費の 10/10 

2 年目 補助対

象経費の 7/10 

3 年目 補助対

象経費の 5/10 

20 万円 

 

国、県及び他の市町

村から助成を受け

る場合は、対象外 

 

観光地等整

備事業 

観光客の利便性

の向上のため環

境整備等を実施

するための経費 

補助対象経費の

1/2 以内 

50 万円 国、県及び他の市町

村から助成を受け

る場合は、対象外 

※１ 公租公課、土地取得費、土地賃借料、食糧費、振込手数料等、その他公的資金の使途とし

て社会通念上不適切と認められる費用は対象外とする。 

※２ 旅費については、公共交通機関を利用する場合は、田原市職員の旅費に関する条例を準用

するものとする。ただし、自家用車等を利用することにより公共交通機関を利用するより

も安価になる場合は、燃料費を除いた高速道路通行料金などの実費相当分を補助対象経費

として認めるものとする。 

 


